
 

33 昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
四
日
提
出 

質

問

第

三

三

号 

  

営
林
署
労
務
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
四
日 

提
出
者 

竹

村

奈

良

一 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 



一 

営
林
署
に
勤
務
す
る
現
場
山
林
労
務
者
を
公
務
員
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
国
家
公
務
員
法
第
二
條
第
十
四
項
に
よ
り

公
務
員
よ
り
除
外
す
る
意
思
は
な
い
か
。
除
外
す
る
と
す
れ
ば
そ
の
時
期
如
何
。 

二 

現
在
公
務
員
と
し
て
お
き
な
が
ら
公
務
員
と
し
て
の
給
料
を
支
拂
つ
て
い
な
い
理
由
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 

営
林
署
労
務
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
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